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第５次大野城市総合計画前期基本計画（案）に 

関するパブリック・コメント意見募集の結果  
 

  平成２１年３月１３日 

企画政策部 自治経営推進課 

 

１ 結果の公表期間  平成２１年３月１３日 ～ 平成２１年４月１３日 

２ 結果の公表方法  各コミュニティセンター、まどかぴあ図書館及び行政資料室

での閲覧、市のホームページへの掲載 

３ その他必要な事項 最終的に決定した前期基本計画は、市のホームページ等で公

表する。 

４ 意見募集の結果 
項目(種類) 意 見 概 要 意見に対する市の考え方 備 考 

経済学者ですら３ヶ月先、

１年先が読めないのに、どう

して素人が１０年後の大野

城市の様子を予想できるは

ずがない。 

 結論として、第５次大野城

市総合計画（案）は、絵に描

いた餅で、即刻中止すべきで

ある。 

 

 急激な社会・経済環境の変

化など困難な時代だからこ

そ、計画性を持って市民に信

頼される市政を推進するこ

とが必要であると考えてい

ます。 

 計画案全般

について 

 １０年以内には道州制が

導入になる可能性がある。道

州制について織り込み済み

の計画なのか。 

道州制に関する議論は、多

方面で行われていますが、ま

だ確定したものではありま

せん。本市では、これまで道

州制導入を見据えた研究な

ども行ってきています。 

今回の計画では、地方分権

改革の進展に十分に対応で

きるよう、住民自治の充実や

都市間連携の推進などに関

する施策を位置づけていま

す。 

 

 

（様式第３号） 
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５．人口フレーム 

出生率、人の転入出、死亡

者数の予想説明がないと理

解しにくい。 

人口推計の基礎となった

考え方・推計方法などを、注

釈として加えます。 

 

 

６．財政フレーム 

大野城市は、財政見通しに

ついて、予想を上回る少子高

齢化社会の進展と地方交付

税の大幅削減により、将来は

非常に厳しいと新聞社のア

ンケートに答えていたが。聖

域なき厳しい財政運営を行

わないと計画達成（黒字）は

容易ではない。ただし本計画

達成に必要なものには予算

の優先配分は当然と思う。 

 

第５次総合計画のリーデ

ィング・プロジェクトにも掲

げているとおり、選択と集中

を基本に、市民の満足度を高

める「活力あふれるまちづく

り」と市民に安心してもらえ

る「財政の健全性」の両立を

はかっていきます。 

 

７．土地利用 

水害や地震のとき隣近所

の助け合いが最も重要と思

うが、現在、要援護者の公的

情報は皆無。早急に解決され

たい。 

リーディング・プランに

「安全・安心まちづくりの推

進」を位置づけ、その中で「災

害時要援護者避難支援プラ

ンの策定」を進めることとし

ています。（リーディング・

プロジェクトⅢテーマ２の

リーディング・プラン(3)を

参照ください。） 

 

第１章 

基本計画の

策定にあた

ってについ

て 

８．コミュニティ別課題 

南地区コミュニティの理

想像は牛頸山を核とする緑

との共生であり、緑の文字を

挿入することが望ましい。 

例えば、文中の「優しさ」

を削除して「緑豊かで」に変

更するなど。そうすれば南地

区の政策テーマが L・PⅢの

「自然との共生」との連動が

明らかになる。 

コミュニティの理想像は、

各地区ごとに開催したワー

クショップで出された市民

の意見をもとにまとめたも

のですが、南地区の財産であ

る自然や緑については、まち

づくり座談会や基本計画説

明会の中でも、意見と同様に

「守り育てるべき」との意見

が出されました。これらを踏

まえて、南地区コミュニティ

の理想像を「自然・緑」を加

味したものに修正すること

で検討します。 
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○リーディング・プラン 

テーマ別に編成されたL・

Pを誰がどのように実現して

いくかについて、より具体的

なプランが必要ではないか。

例えば、担い手がコミュニ

ティなのか区の次元の問題

なのかを明確にする必要が

ありはしないか。 

今回の計画では、プラン別

に具体的な担い手や役割分

担などの明示は行っていま

せんが、基本構想及び基本計

画を貫く考え方として「市民

とのパートナーシップ」を掲

げています。意見の趣旨につ

いては、第５次総合計画と新

たなコミュニティ構想を相

乗的に推進する中で、具体的

なプランを実行し、Ｌ・Ｐ推

進に関わる多様な主体の役

割などを整理していきたい

と考えています。 

 

 

○Ｌ･ＰⅠのテーマ４の(3)

お互いを尊重し、協力し合う

男女共同参画のまちづくり 

プラン別目標値のファシ

リテーター講座受講者の活

動割合をどのように把握す

るのか。 

男女平等推進センターに

おいて、ボランティア団体や

人材リスト等への登録を促

し、活動状況等を把握してい

くことで考えています。 

 

 

第２章 

リーディン

グ・プランに

ついて 

○Ｌ･ＰⅢのテーマ１の(3)

安心して子どもを生み、育て

られるまちづくり 

経済的支援の目標値（支援

額の充実）がなければ精神論

に終わる。他都市に先駆け

て、安心して子どもを生み育

てられる先進都市を目指す

べし。 

大野城市における家庭環

境は、核家族化の傾向が強

く、子育て経験の豊富な祖父

母などから子育てについて

のアドバイスを受けること

ができない世帯が多くなっ

ていることから、子育て情報

や交流の場の提供が望まれ

ています。 

これらのことから、市民が

安心して子育てができる子

どもの居場所や環境づくり

を地域と一体となって実現

することを目指すものです。 
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第２章 

リーディン

グ・プランに

ついて 

○Ｌ･ＰⅢのテーマ２の(2)

大規模災害対策 

市が指定した避難所は耐

震補強工事はもちろん耐震

性調査さえしていないもの

が多い。避難所にふさわしく

早急に調査・補強すべきであ

る。 

耐震診断が必要な昭和 56

年以前に建築された施設に

ついては、平成 21 年度まで

に耐震診断を完了させる予

定です。避難所の耐震化率は

平成20年度末で74.3％です

が、前期基本計画のリーディ

ング・プラン事業として取り

組むことで、平成 24 年度末

には100％になる予定です。 

 

 ○Ｌ･ＰⅢのテーマ３自然と

の共生 

「資源を考える啓発教育」

を追加してもらいたい。（ま

たはテーマ５として追加）

資源のない日本の立場で、地

域住民も「資源」をより深く

理解する必要がある。優しい

問題提起の啓発教育が繰り

返し必要と思う。 

リーディング･プラン「省

エネ・省資源の推進」の中の

取り組み事業で「環境基本計

画の見直し」を掲げていま

す。意見の趣旨である啓発に

ついては、同計画の見直しの

中で、資源に限らず、様々な

環境事業に関して盛り込ん

でいくことを考えています。

（リーディング・プロジェク

トⅢテーマ３のリーディン

グ・プラン(2)を参照くださ

い。） 

 

 ○Ｌ･ＰⅢのテーマ３の(1)

自然と親しめるまちづくり 

目標値がトラスト活動へ

の参加者数となっているが、

矮小化されていまいか。主な

取組み事業本体の目標計上

が必要ではないか。 

自然と親しめるまちづく

りを進める上で、トラスト活

動への参加をとおして豊か

な自然の恵みを実感する市

民の数を増やしていくこと

は有効であり、ひとつの指標

と成り得ると考えています。 

 

 

 ○Ｌ･ＰⅢのテーマ３の(2)

省エネ・省資源の推進 

大野城市全域で排出する

CO2と、森林等で吸収できる

CO2 の量は把握できている

か。 

省エネルギービジョン策

定の際に平成 14 年度の CO2

排出量を把握しています。環

境基本計画見直しの中で、省

エネルギービジョンの中間

成果把握と、目標設定のため

の調査を行なう予定です。ま

た、森林の再整備に伴う吸収

量の増加などを見込み、目標

を設定する予定です。 
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第２章 

リーディン

グ・プランに

ついて 

○Ｌ･ＰⅢのテーマ４の(2)

交通渋滞の緩和と道路交通

の安全確保 

都市計画道路整備事業の

推進に関して 

「下大利駅東線」は、都市

計画道路整備事業の対象外

なのか、あるいは含まれてい

るのか。もし含まれていれば

市は住民とじっくり話し合

える余裕を持った工程表を

早く地域住民に示すべきで

ある。 

目標値「都市計画道路の整

備率」に、前期基本計画期間

中の増減及び目標値（平成２

５年度）の整備率に「下大利

駅東線計画」は含まれている

のか。 

「都市計画道路整備事業

の推進」には、すでに都市計

画決定しているすべての路

線を含みます。 

【指標②】「都市計画道路

の整備率」の前期基本計画期

間中の増減及び目標値（平成

25 年度）の整備率に下大利

駅東土地区画整理事業地内

の「下大利駅東線」は含んで

いますが、区画整理事業地外

の「下大利駅東線」は含んで

いません。 

 

第３章 

分野別プラ

ンについて 

１－５男女共同参画社会の

実現 

施策の基本方針にある「各

分野への女性の積極的参

画・登用の働きかけ」は大い

に必要。 

取組み事業で「政策・方針

決定の場への女性の参画の

促進」とあるが、これは前出

の「各分野へ」とは異なり、

市の組織の問題として自力

でできることであり「女性職

員の参画・登用に積極的改善

措置を行う」とすべきではな

いか。 

「政策・方針決定の場」と

は、市の組織に限らず、広く

地域役員などを通して施策

への参画を促進することを

前提としています。 

また、「女性職員の参画・

登用」については、男女共同

参画基本計画（後期実施計

画）において、「市職員の昇

任に関する男女間格差の是

正と男女比」に配慮すると、

積極的改善措置を講じてい

ます。 

 

 

 ２－１学校教育の充実 

②安全・安心な学校づくり

の取組み事業に「登校時の子

どもを見守る仕組みの継続」

とあるが、「登下校時」では

ないか。 

行政は、現在の仕組みと実

働状況を全校把握している

のか。 

「登校時」は「登下校時」

に修正します。 

また、登下校時の安全確保

の状況は、ボランティアの協

力体制等も含んで全校把握

しています。 
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第３章 

リーディン

グ・プランに

ついて 

５－４廃棄物の発生抑制と

適正な処理 

施策の体系に、「④既存焼

却施設の維持管理」を追加し

てもらいたい。 

現在、新たな施設整備が進

む中、新施設稼動後の、現施

設の取扱い、跡地利用等につ

いて地域住民が不安を覚え

ている。避けて通れない問題

であり、検討の上、前期基本

計画に反映させてもらいた

い。 

意見の趣旨に関しては、施

策体系の③「処理施設の適正

管理と計画的な整備」の基本

方針及び取り組み事業の内

容を一部修正することで対

応します。 

また、新たな施設稼動後の

現施設の取扱いについては、

後期基本計画（平成２６年度

～３０年度）策定の段階で具

体的に検討した上で、記載し

たいと考えています。 

 

 

 ６－１機能的で潤いのある

都市空間の創出 

下大利駅東線計画と同計

画に関連する下大利駅東土

地区画整理事業との整合性

のとれた計画見直し作業工

程表を作成し、地域住民に対

する早期の説明会の開催を

要望する。 

下大利駅東線計画につい

ては、市は既に市議会への答

弁や UR 都市整備機構への説

明、地域住民に対する同意条

件の説明を行っている。 

 

下大利駅東線の都市計画

を見直す方針はありません。 

なお、事業に着手する際

は、適切な時期に説明会を開

催します。 

また、下大利駅東土地区画

整理事業において、下大利駅

東線は、連立事業で仮線路と

なる部分は暫定整備を行う

こととし、その完成整備は連

立完了後に施工します。 

 

 ６－２円滑な道路交通網の

確立 

①広域・市内幹線道路等の

整備の取組み事業で「都市計

画事業を推進するための各

種調査」とあるが、平野中学

校周辺の農地を区画整理し

てもらいたい。今後、その計

画があるのかも知りたい。 

また、調整区域と市街化区

域の見直しをしてもらいた

い。 

 

土地利用の基本方針の中

で、「市街化調整区域につい

ては、無秩序な開発を抑制

し、その自然環境の保全に努

める。」こととしています。

このことから、今後１０年間

は、市街化区域の見直しは行

わず、区画整理を含めた開発

についても考えていません。 
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第３章 

リーディン

グ・プランに

ついて 

７－３健全な財政の維持 

②市民負担の公平性の確

保に関して 

都市内分権を推進してい

けば市民負担の公平性と同

時に受益とのバランスが必

要。先進地では市議会議員ま

でボランティア活動の範囲

内と考えるところもある。当

市でもボランティア活動に

熱心な人たちがその定義の

ごとく無償で汗と善意を提

供している。行政区長手当て

など減額検討すべきである

と思う。 

 

市民負担の公平性確保と

受益者負担の原則について

は、今後とも適正に対応して

いきたいと考えています。 

また、本市のまちづくり

が、多くの市民ボランティア

の活動に支えられているこ

とは十分認識しています。行

政区長の報酬は、非常勤特別

職としての職務に対するも

のであり、条例及び規則にも

とづき支給されるものです。 

 

その他の意

見 

○パブリック・コメント制度

について 

パブリック・コメントで提

出された意見を所掌部課で

検討する現在の方法は自分

で投げた球を自分で審判す

ることに変わりない。都合の

悪いことを市民に秘匿して

企画した計画について指

摘・意見が出されても市の都

合の悪いことを受け入れる

姿勢はほとんど見られない。

第３者機関（外部の者を含

む）による検討が必要であ

る。 

また、パブリック・コメン

トにかけるときは、計画素案

等ある程度の具体的な内容

を示して市民の意見を求め

る必要がある。現在の制度

は、市民の洗礼を受けたとい

う隠れ蓑に使われている向

きがうかがえる。 

 

パブリック・コメント制度

は、市の施策に関する基本的

な計画、条例等を立案する過

程で、その案の趣旨、内容そ

の他必要な事項を市民等に

公表し、これらについて提出

された意見等を考慮して意

思決定を行うとともに、意見

等に対する市の考え方を公

表するものです。 

基本的な計画等は、市の案

に対し、市民の代表や学識経

験者等からなる審議会に諮

り意見等を踏まえて、具体的

な内容を示し公表していま

す。 

このことから本市のパブ

リック・コメント制度は、適

正に運用されていると考え

ています。 
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その他の意

見 

○コミュニティ構想につい

ての具体的問題点① 

本市の行政区長制度では、

自治会長が市長の委嘱によ

り区長になることから、自治

会長としての意識が希薄に

なっており、その原因の一つ

に区長の報酬額がある。 

住民自治組織と行政との

パートナー活動の展開につ

いて、一方の住民自治が健全

に発展する方向でなければ、

レベルの高い協働のまちづ

くりには発展できないので

はないか。 

 

市としてもパートナーシ

ップを基本としたまちづく

りの展開にあたっての住民

組織の充実は重要だと考え

ています。 

行政区長制度については、

意見として参考にします。 

 

 ○コミュニティ構想につい

ての具体的問題点② 

南ヶ丘二区の高齢者人口

割合は突出しており、年少人

口割合も１割をきっており、

今後、深化することが推測で

きることから、南ヶ丘二区の

コミュニティ問題とその対

策は、特徴的なモデル地区と

して位置づけられる。 

リタイア組となって地域

コミュニティに関心を持ち

始めた人たちを自治会に吸

収できる組織としては、現在

の区の規模が大きすぎる。 

人材が潜在する状況は、地

域や個人にとって有益なこ

とではなく、コミュニティづ

くりは地域全体の参画率を

高めることが基本的な姿勢

であり、それができて地域の

活性化も図られる。 

 

南地区では、高齢化率が高

くなっている中、特徴あるコ

ミュニティ活動が活発に行

われています。地域活動を支

える人材として、これから地

域に戻ってこられる団塊世

代の活躍にも期待をしてい

ます。そのため、地域活動へ

参加のきっかけづくりとな

る講座や参加機会の情報提

供などを行いながら、参画率

を高めていきたいと考えて

います。 
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その他の意

見 

○コミュニティ構想につい

ての具体的問題点③ 

南ヶ丘二区は自治会の単

位が1,350 世帯であり、細か

な自治会の機能が生かせに

くい状況になっている。コミ

ュニティセンターが機能強

化されれば、区を細分化した

ほうが自治組織としても機

能化され、行政としても有機

的になるのではないか。 

市内の26区のうち18区で

１,000 世帯を超えています

が、地域活動に特に支障が出

ているとは考えていません。

区の大規模化で自治活動等

に支障が生じた場合は、地域

住民の合意形成など一定の

要件充足を前提として分区

など必要な対応を行います。 

 

 ○コミュニティ構想につい

ての具体的問題点④ 

現在の隣組制度では近隣

のコミュニケーション形成

について意識的な任務は、高

齢化の進行等もあり期待で

きない。 

自治会の規模とそれに対

する補助金、特別職に対する

報酬など、基本的な改訂を提

起されてこそ新しいコミュ

ニティ都市構想といえるの

ではないか。具体的な各論の

検討にあたっては、ぜひ検討

願いたい。 

区の基礎的な組織として、

隣組制度は重要な役割を担

っており、今後も、病気や災

害時など近隣同士の助け合

いを含め必要な制度と考え

ています。その役割について

はコミュニティ構想推進な

どの中で検討したいと考え

ています。 

 

 ○コミュニティ構想につい

ての具体的問題点⑤ 

自治会が機能化するよう

に細分化され、活動できるよ

うな新補助金システムがで

きれば公民館長の位置づけ

が明確化される。 

現在の公民館の守備範囲

は細分化された自治会の連

合体が協議して活用し、区の

規模は連合会協議機関とし

て位置づければ広域のコミ

ュニケーションも維持でき

る。各種催しも、現コミュニ

ティ運営委員会と同様に協

議機関として実践されれば、

それぞれが有機的な活動主

体として存在できるように

なる。 

区の範囲は、各区の歴史

的、地理的な地縁により自主

的に形成されており、分区の

場合を除き市が区の範囲を

決めることはありません。コ

ミュニティ構想を推進する

なかで支援制度の検討や区

とコミュニティの役割分担

などを検討していきます。 

 

 


